
市町村振興総合補助金確認調査実施要領 

 

 （趣旨） 

第１ この要領は、別に定めるもののほか、市町村等が行う市町村振興総合補助金事

業に関し、補助金等交付規則（昭和 51 年宮城県規則第 36 号。以下「規則」という。）

第 13 条の規定に基づいて行う確認調査及び履行確認について必要な事項を定める

ものとする。 

  （定義） 

第２ この要領において「確認調査」とは、規則第 12 条第 1 項に規定する「実績報告

書」又は「個別メニュー事業完了届」（別記様式１）に基づき、補助事業の成果が

交付決定内容に適合するものであるかを確認するとともに、補助事業が法令及び交

付決定に定めるところに従い適正に行われているかを確認するための調査をいう。 

２ この要領において「履行確認」とは、真にやむを得ない理由により、「実績報告

書」又は「個別メニュー事業完了届」を年度内に提出できない場合に、精算払にあ

っては、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 143 条第１項第４号に規定

する、会計年度所属区分（当該行為の履行があった日の属する年度）を確定するた

めに行う調査及び概算払にあっては、概算払した年度と同一年度内の履行を確認す

るための調査をいう。 

３ この要領において「個別メニュー事業完了届」とは、個別メニュー事業が早期に

完了した場合に、確認調査を行うために提出される書類をいう。 

４ この要領において「年度末完了届」（別記様式２）とは、履行確認を行うために

提出される書類をいう。 

 （所管） 

第３ 地方振興事務所長（以下「所長」という。）は、市町村等から「実績報告書」

又は「個別メニュー事業完了届」の提出があった後に、確認調査を行うとともに、

個別メニュー事業を所管する地方機関の長に確認調査を依頼するものとする。 

２ 履行確認は、所長が指名した地方振興部の職員が行うものとする。 

３ 地方振興事務所地域事務所長は、事務決裁規程（昭和３５年１１月１日宮城県訓

令甲第２４号）第３条第９項の規定により、所長の事務を専決することができるも

のとされた事務について、処理するものとする。 

 （確認調査項目） 

第４ 確認調査項目については、市町村振興総合補助金実施要領別記様式第２号及び

別記様式第３号に記載している項目とし、個別メニュー事業ごとの確認調査項目に

ついては、「市町村振興総合補助金確認調査項目」（別記様式３）を共通項目とし、

その他の項目については、本庁のメニュー事業担当課が地方機関と調整の上、定め



るものとする。  

 （確認調査の通知） 

第５ 所長及び地方機関の長は、確認調査の実施に当たり、あらかじめ市町村等に対

し、対象事業、実施期日、調査員の職・氏名、調査事項その他必要な事項を別記様 

 式４により通知し、併せて協力を依頼するものとする。 

 （確認調査の実施） 

第６ 確認調査は、第３の規定により提出された書類の審査（「以下「書類の調査」

という。）及び現地調査により行うものとする。ただし、書類の調査により当該補 

 助事業の適正な遂行を確認できるときは、現地調査を省略することができるものと 

 する。 

２ 証憑書類（見積書、請求書、領収書等支出の事実を証する一連の書類）は、現物

を確認するものとする。ただし、間接補助事業の場合は、写し等に代えることがで

きるものとする。 

３ 成果物等は、現物又は完成写真等により確認するものとし、必要に応じて完成写

真等の添付を求めるものとする。 

４ 間接補助事業の書類の調査は、市町村が事業実施主体に対して実施した確認行為

の内容及び実施手法について、確認行為の復命書、証憑書類の写し、完成写真等に

より確認し、必要に応じて事業実施主体に確認するものとする。 

５ 所長は、可能な限り年度内に確認調査を行うために、年度末の所長が別に定める

日までに、市町村等に対し、完了した個別メニュー事業について取りまとめの上、

「個別メニュー事業完了届」の提出を求めるものとする。 

６ 「個別メニュー事業完了届」には、要綱第８の(2)及び(3)に規定する書類を添付

するものとする。               

７ 現地調査は、原則として市町村等の立会いの上、実施するものとする。 

 （確認調査結果の報告及び措置） 

第７ 調査員は、確認調査後速やかに、「確認調査復命書」（別記様式５。以下「調

査復命書」という。）により所属長に報告するものとする。 

２ 地方機関の長は、調査結果（調査復命書の写し）を所長へ報告するものとし、規

則第 14 条の是正のための措置を執る必要があると認めるときは、別記様式３にそ

の内容を記載し、併せて提出するものとする。 

３ 所長は、「調査復命書」により改善する必要があると認めたとき及び地方機関の

長からその旨報告があった場合は、規則第 14条による是正のための措置について、

市町村等に対し、期間を定め別記様式６により通知するとともに、その処理結果を

報告させるものとする。 

４ 所長は、前項のうち重要な事項にあっては、直ちに地域振興課長に報告するもの



とする。 

  （履行確認の実施） 

第８  調査員は、「年度末完了届」の提出があった場合は、内容を確認の上、「履行

確認復命書」（別記様式第５号）により所長に報告するものとする。 

  （抽出調査） 

第９ 地域振興課長は、必要に応じて市町村等で保管している書類を抽出調査するこ

とができるものとする。 

 （その他） 

第 10 調査員は、確認調査に当たっては、最善の注意を払い、不正、不当及び誤びゅ

うの防止に充分配慮するとともに、調査によって知り得た事項を正当な理由なく他

に漏えいしてはならない。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度予算に係る補助金から

適用する。 

    附 則 

 この要領は、平成１９年３月１日から施行し、平成１８年度予算に係る補助金から

適用する。 

    附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行し、平成２０年度予算に係る補助金から

適用する。 

    附 則 

 この要領は、平成２３年４月２２日から施行し、平成２３年度予算に係る補助金か

ら適用する。 

     附 則 

  この要領は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度予算に係る補助金から

適用する。 

     附 則 

  この要領は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度予算に係る補助金から

適用する。 

     附 則 

  この要領は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金から適用

する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度予算に係る補助金から適用

する。 



附 則 

  この要領は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金から適用

する。 

附 則 

  この要領は、令和５年４月１日から施行し、令和５年度予算に係る補助金から適用

する。 

 



別記様式１（第２関係） 
 

 

個別メニュー事業完了届 

第   号   

年 月 日   

 

   地方振興事務所長 殿 

 

                            市町村長・補助事業者等 

（公印省略） 

 

   年度市町村振興総合補助金個別メニュー事業の完了について（報告） 

     年  月  日付け（指令番号）で交付決定の通知のありました下記個別

メニュー事業が完了したので報告します。 

 

記 

１ 個別メニュー事業の交付決定額及びその実績額 

                                          （千円） 

個別メニュー事業名 交付決定額 実 績 額 

   

   

   

   

   

 

２ 添付書類 

 実施要領別記様式第２号・第３号 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式２（第２関係） 

 

年 度 末 完 了 届 

 

第   号   

年 月 日   

 

   地方振興事務所長 殿 

                                         市 町 村 長 

（公印省略） 

 

   年度市町村振興総合補助金事業の完了について（報告） 

     年  月  日付け（指令番号）で交付決定の通知のありました標記事業

が完了したので報告します。 

 

記 

１ 交付決定額              千円 

２ 交付決定メニュー事業                                      

                                                                   (千円) 

№ 決 定 額 内 訳 完了日 完了届 № 決 定 額 内 訳 完了日 完了届 № 決 定 額 内 訳 完了日 完了届 

１   ／  16   ／  31   ／  

２   ／  17   ／  32   ／  

３   ／  18   ／  33   ／  

４   ／  19   ／  34   ／  

５   ／  20   ／  35   ／  

６    ／  21    ／  36    ／  

７    ／  22    ／  37    ／  

８    ／  23    ／  38    ／  

９    ／  24    ／  39    ／  

10    ／  25    ／  40    ／  

11    ／  26    ／  41    ／  

12    ／  27    ／  42    ／  

13    ／  28    ／  43    ／  

14  ／  29  ／  44  ／  

15    ／  30    ／  

   交付決定を受けたすべてのメニュー事業について記載し、既に「個別メニュー事  
業完了届」を提出している場合は、完了届欄に○を付ける。    



別記様式３(第４関係) 

市町村振興総合補助金確認調査項目 

１ 市 町 村 等 名  

２ メニュー事業名  
３ 事業実施地域名  
４ 事業実施期間  
５ 事 業 主 体 名  
６ 事業費及び補助金額                                           (単位:千円) 

 
 
 
 

 総事業費 補助対象事業費 補助率 補助金額 備 考 
当初計画      
変 更 後      
実  績      

７ 財源内訳                                                       (単位:千円) 
 
 
 
 

 県補助金 市町村費 自己資金 その他 計 
当初計画      
変 更 後      
実  績      

８ 補助金増減理由 
    ※当初計画と実績のかい離理由を記載 
 
 
９ 事業内容及び効果  事業内容の変更  □有・□無 

※ 事業内容が変更されていないか確認。事業効果は要領別記様式第２号、第３号
記載事項を確認し、ヒアリングを行った場合は内容等を記載 

 
10 確 認 方 法 
 

 □書類・□ヒアリング・□現地確認 
 確認日     年  月  日 

11  証憑書類等の確認状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市町村振興総合補助金実施要領別記様式第３号に記載し
ている項目については、必ず確認。 
 １．証憑書類(見積書、請求書、領収書等支出の事実を証す

る一連の書類)の確認 
  □現物・□写し 
  ［                       ］ 
 ２．成果物等の確認 
  □現物（施設、購入物、印刷物）・□完成写真・ 
  □写真（講演会、イベント等）・□その他 
  ［                       ］ 
 ３．間接補助事業の確認(間接補助事業の場合のみ) 
  □市町村が事業実施主体に対して実施した確認行為の

復命書・□証憑書類の写し・□完成写真・□その他 
    ［                       ］ 
※ 確認した項目の□にチェックを入れ、［ ］には確認に
要した資料名を記載 

12  補助事業者への指導事項等  □有・□無   
     ※ 有の場合は速やかに地方振興部へ報告 
 
 
13  相手方・職・氏名  

 
14  確認者・職・氏名 
 

 
 

※「６ 事業費及び補助金額」の「総事業費」については、実施要領別記様式第３号で総事業費の

項目があるメニューの場合に記載する。 



 
別記様式４（第５関係） 

 

第   号   

年 月 日   

 

 市町村長 殿 

 

                                           地方振興事務所長（公所長） 

（ 公 印 省 略 ） 

 

   市町村振興総合補助金確認調査の実施について（通知） 

 このことについて、下記のとおり実施しますので、関係職員の立会いについて御配

慮願います。 

 

記 

１ 対 象 事 業 名 

 

２ 実 施 日 時        年  月  日（ ） 

            午前・午後  時  分から午前・午後  時  分まで 

 

３ 実 施 場 所 

 

４ 調査員職・氏名    職   氏名 

                      職   氏名 

 

５ 調 査 事 項 

 

６ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式５（第７関係） 

 

確 認 調 査 (履 行 確 認) 復 命 書 

 

 

年 月 日   

 

    地方振興事務所長（公所長） 殿 

 

                                              調査員 

                                                所属 

                                                職・氏名 

 

 下記のとおり確認調査(履行確認）を実施したので復命します。 

 

記 

１ 個別メニュー事業名 

 

２ 市 町 村 等 名 

 

３ 補 助 対 象 事 業 費 

 

４  補 助 金 額 

 

５ 実 施 日 時          年  月  日（ ） 

            

６ 調査の方法      書類の調査・現地調査 

 

７ 立 会 者   職   氏名 

 

８ 調 査 結 果       

 

 

 

 

 



 

別記様式６（第７関係） 

 

第   号   

年 月 日   

 

 市町村長 殿 

 

                                                地方振興事務所長（公所長） 

（ 公 印 省 略 ） 

 

   市町村振興総合補助金確認調査実施に係る改善について（通知） 

     年  月  日に確認調査を実施した結果、下記のとおり改善する必要が

あると認められますので、早急に改善するとともに、その結果を    年  月  

日まで回答願います。 

 

記 

１ 個別メニュー事業名 

 

２ 補 助 対 象 事 業 費                    

 

３ 補 助 金 額 

 

４ 調査員職・氏名    職   氏名 

                      職   氏名 

 

５ 立会者職・氏名    職   氏名 

 

６ 改善を要する事項  別紙のとおり 

 

７ そ の 他 

 

 



別表

市町村振興総合補助金確認調査関係フロー

当該年度内に実績報告書提出 次 年 度に 実 績 報告 書 提 出

当該年度処理（必須） 当該年度処理（必須）

補 助 金 交 付 決 定 補 助 金 交 付 決 定

概 算 払 概 算 払

個別メニュー事業完了 個 別 メ ニ ュ ー 事 業 完 了

個別メニュー事業完了届受理 個別メニュー事業完了届受理

概ね ３月中旬まで

確 認 調 査 確 認 調 査

全 事 業 完 了 全 事 業 完 了

実 績 報 告 書 受 理 年度末完了届受理

確 認 調 査 （ 未 実 施 分 ） 履 行 確 認

次年度処理可能 次年度処理

額 の 確 定 実 績 報 告 書 受 理

補助金の交付 補助金の精算 確 認 調 査（未実施分）

額 の 確 定
※本欄記載の項目は、当該年度内処理
が通常であるが、次年度でも処理す
ることができるものである。�

補 助 金 の 交 付 補 助 金 の 精 算
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